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1 労働者派遣、請負、労働者供給、出向
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派 遣 元

派遣労働者

派 遣 先派遣契約

「労働者派遣事業」とは、「自己の雇
用する労働者を、当該雇用関係の下に、
かつ、他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために労働に従事させることを
いい、当該他人に対し当該労働者を当
該他人に雇用させることを約してするも
のを含まない」ものをいいます。

（労働者派遣法第2条第1号）

「労働者派遣事業」とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、当該雇用関
係の下に、かつ、派遣先の指揮命令を受けて、当該派遣先のために労働に従事させ
ることを業として行うことをいいます。

労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、
その許可を受けなければいけません。（労働者派遣法第5条第1項）

許可には有効期間があり、当該有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行う
場合は許可有効期間の更新を受けなければいけません。（労働者派遣法第10条）
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労働者派遣ではなく、派遣先を発注者、派遣元を受注者
とする業務請負を行うことは可能か？

受 注 者

労 働 者

発 注 者請負契約
「請負」とは、 「当事者の一方が

ある仕事を完成することを約し、相
手方がその仕事の結果に対してそ
の報酬を支払うことを約することに
よって、その効力を生ずる」ものをい
います。

（民法第632条）

【質問】

「請負」とは、発注者と労働者との間に指揮命令関係を生じない、という点が労
働者派遣とは異なります。
労働者派遣事業の形態と請負により行われる事業の形態が類似していることから、

「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示」
が定められています。（昭和61年4月17日労働省告示第37号）
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労働者派遣法違反になる。（請負業者と労働者の間で雇用関係がない
場合は、「労働者供給事業」として職業安定法違反になる。）

注文主

発注者

（派遣先）

いわゆる偽装請負とは、「労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で、請負等
の名目で契約を締結し、必要な事項を定めずに労働者派遣を受け入れること」をい
います。

請負業者

受注者

（派遣元）

派遣事業許可なしの業者を含む

請負契約・業務委託契約等

実態が労働者派遣

いわゆる偽装請負の場合、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性がある

注意
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労働者派遣事業と請負により行われる
事業との区分に関する基準を定める
告示 （S61.4.17労働省告示第37号）

① 業務遂行方法の管理
＊仕事の割付・順序、緩急の調整等
＊受託業務の実施日時・実績把握等

注意

② 労働時間の管理
＊受託者による勤惰点検、休暇承認
＊労働者の時間外・休日労働の管理

③ 服務規律の決定・管理
＊入退場の規律、服装、職場秩序等

④ 要員の配置決定・変更

⑤ 賃金等の調達・支弁
＊事業運転資金の調達・支弁
＊機械、設備、器材、資材等の調達
＊自らの企画、自己の有する技術・技能

⑥ 独立業務処理
＊明確な完成目的（仕様・納期等）、受発

注行為
＊業務を処理する際の独立性

（×混在・×共同作業）
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労働者派遣ではなく、派遣先を供給先、派遣元を供給元とする
労働者供給を行うことは可能か？

供 給 元

労 働 者

供 給 先供給契約
「労働者供給事業」とは、「供給

契約に基づいて労働者を他人の
指揮命令を受けて労働に従事さ
せることをいい、労働者派遣法第
2条第1項に規定する労働者派遣
に該当するものを含まない」もの
をいいます。

（職業安定法第4条第7項）

又は又は

注意

【質問】
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労働者派遣ではなく、派遣先を出向先、派遣元を出向元とする
出向（在籍出向）を行うことは可能か？

出 向 元

労 働 者

出 向 先出向契約
「出向」とは、「出向元企業と出向

先企業との間の出向契約に基づき、
労働者が出向元と雇用関係等何ら
かの関係を保ちながら、出向先にお
いて新たな雇用契約関係に基づき
一定期間継続的に勤務する形態」を
いいます。

注意

【質問】

「業」として行うとは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行する（たと
え1回限りの行為であったとしても反復継続の意思を持って行う）ことを言い、一定の目
的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるものは、営利、非営利を問わ
ず「業」と判断されます。
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① 不況等により労働者を離職させないための関係会社におけ
る雇用機会を確保する（要員調整型）

② 経営指導・技術指導を実施する（業務提携型）

③ 職業能力開発の一環として行う（実習型）

④ 企業グループ内の人事交流の一環として行う（人事交流型）

以下①～④のような目的で行われる場合は、「業」として行っていると判断
される可能性は少ない。

注意
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2 労働者派遣事業を行うことができない業務
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適用除外業務（労働者派遣を行うことができない業務）
① 港湾運送業務

② 建設業務

③ 警備業務

④ 病院等における医療関係業務

（労働者派遣法第4条）

へき地の医療機関への看護師等の派遣について（令和3年4月1日法改正施行）

これまで禁止されていた医療機関への看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師の派遣につい

て、へき地の医療機関への派遣が認められている医師と同様の枠組みにより、へき地に限り、医療機関への看護師

等の労働者派遣が可能となりました。

社会福祉施設等への看護師の日雇派遣について（令和3年4月1日法改正施行）

これまでも認められていた病院等の医療機関以外である社会福祉施設等への看護師が行う看護業務の労働者派

遣について、日雇派遣の禁止の例外として、社会福祉施設等への看護師の日雇派遣が可能となりました。

へき地以外のワクチン接種業務を行う看護師派遣について（令和3年4月1日法改正施行）

新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種業務を行う看護師及び准看護師について、へき地以外における

医療機関への労働者派遣が可能となりました。（令和4年2月28日までの時限措置）



3 派遣労働者の同一労働同一賃金
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令和2年4月1日より、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派

遣法が施行されました。改正点は次の3点です。

（1） 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

（2） 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

（3） 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備

（1） 不合理な待遇差をなくすための規定の整備

以下の①または②の待遇決定方式により、公正な待遇が確保されます。

派遣元事業主が、①【派遣先均等・均衡方式】または②【労使協定方式】のいずれかの

待遇決定方式により、派遣労働者の公正な待遇を確保する必要があることについて、派

遣先は認識しておく必要があります。

※ ①または②による待遇の確保は派遣元事業主の義務です。

① 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇

② 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
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派遣

均等／均衡

派遣先

＜派遣労働者＞

比較対象労働者の待遇情報の提供

派遣元

① 職務の内容（※1） 、②職務の内容・配置の変更範囲（※2）が同
じ場合には差別的取扱いを禁止

「均等待遇」

※1 職務の内容とは、「業務の内容」＋「責任の程度」をいいます。
※2 職務の内容・配置の変更範囲とは、「人材活用の仕組みや運用等」をいいます。

「均衡待遇」
① 職務の内容（※1）、②職務の内容・配置の変更範囲（※2）、③そ
の他の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止

★「均衡待遇」を確保しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他
の就業の実態に関する事項を勘案して賃金を決定 ＜努力義務＞

＜派遣元の義務＞

＜通常の労働者＞
（無期雇用フルタイム）

① 【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
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※ 派遣先が実施する業務に必要な教育訓練や利用機会を与える給食施設（食堂）・休憩室・
更衣室については、派遣先の通常の労働者との均等・均衡が確保されます。

労使協定の締結
派遣

＜使用者＞過半数労働組合
or

過半数代表者派遣労働者を含む

派遣先

派遣元

書面の交付等の方法により、
労働者に周知されます。

＜労使協定に定める事項＞ （労使協定は派遣元事業主単位又は事業所単位で締結可能）
① 協定の対象となる派遣労働者の範囲
② 賃金決定方法（同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、職務の内容等が

向上した場合に改善）
③ 職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④ 賃金以外の待遇決定方法（派遣元の通常の労働者（派遣労働者除く）との間で不

合理な相違がない）
⑤ 段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥ 有効期間 など （労使協定書は有効期間終了後3年保存）

② 【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
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（2） 派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化

派遣元に対し、雇入れ時・派遣時に次の事項を明示・説明する義務が課されました。
① 労働条件に関する事項の明示（昇給・退職手当・賞与の有無など）
② 【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】により不合理な待遇差を解消

する旨の説明 など

また、派遣元に対し、派遣労働者の求めに応じて、派遣労働者と比較対象労働者との
間の待遇の相違の内容・理由、【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】による
待遇決定に当たって考慮した事項などを説明する義務が課されました。

これを受けて、派遣先が講ずべき措置は・・・

① 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報

② 教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
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派遣先は、労働者派遣契約を締結する前に、あらかじめ、派遣元に対し、比較対象労働者の待遇

などに関する情報を提供しなければなりません。

※ 情報提供をせず、派遣元との間で労働者派遣契約を締結することはできません。

比較対象労働者の選定 次のａ～ｆの優先順位により「比較対象労働者」を選定します。

（ただし、労使協定方式の場合、比較対象労働者の選定は不要です。）

ａ 「職務の内容」と「職務の内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

ｂ 「職務の内容」が同じ通常の労働者

ｃ 「業務の内容」または「責任の程度」が同じ通常の労働者

ｄ 「職務の内容及び配置の変更範囲」が同じ通常の労働者

ｅ ａ～ｄに相当するパート・有期雇用労働者（短時間・有期雇用労働法等に基づき、派遣先の通常の労働者

との間で均衡待遇が確保されていることが必要）

ｆ 派遣労働者と同一の職務に従事させるために新たに通常の労働者を雇い入れたと仮定した場合における

当該労働者 （派遣先の通常の労働者との間で適切な待遇が確保されていることが必要）

提供する「待遇に関する情報」とは 待遇決定方式別に次の情報を、書面の交付、ファクシミリ、電子

メール等により提供し、書面の写しを派遣終了日から3年間保存

【派遣先均等・均衡方式】の場合 → 比較対象労働者に関する次の事項

ａ 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態 ｂ 選定理由

ｃ 待遇の内容（昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む）

ｄ 待遇の性質及び目的 ｅ 待遇決定に当たって考慮事項

【労使協定方式】の場合

ａ 業務に必要な能力を付与するための教育訓練 ｂ 給食施設（食堂）、休憩室、更衣室の利用

① 派遣先から派遣元への比較対象労働者の待遇等に関する情報
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＜教育訓練＞

派遣元の求めに応じて、派遣労働者に対しても業務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する

などの義務があります。

＜福利厚生施設＞ 派遣先の労働者が利用する福利厚生施設に関する措置

給食施設（食堂）・休憩室・更衣室 → 利用の機会を与える義務があります。

物品販売所、病院、診療所、浴場、理髪室、保育所、図書館、講堂、娯楽室、運動場、体育館、保養施設などの

施設 → 利用に関する便宜供与を講ずるよう配慮する義務があります。

＜情報提供＞

派遣元の求めに応じて、派遣先の労働者に関する情報、派遣労働者の業務遂行状況などの情報を提供するな

ど必要な協力をするように配慮する義務があります。（賃金の実状をより的確に把握するための情報、派遣労働者

の職務の評価 等）

（3） 裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
派遣労働者と派遣元または派遣先との間で、次の事項に関してトラブルとなった場合には、「都道府県労働局長

による助言・指導・勧告」や「紛争調整委員会による調停」を求めることができます。この制度は無料で利用すること

ができ、調停等の内容が公にされないため、プライバシーが保護されます。また、これらを求めたことを理由として、

派遣元及び派遣先は派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならないこととされています。

＜派遣元が講ずべき措置＞

① 派遣先の通常の労働者との不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止

② 労使協定に基づく待遇の決定

③ 雇入れ時・派遣時の明示・説明

④ 派遣労働者の求めに応じた説明と説明を求めたことによる不利益取扱いの禁止

（労働者派遣法第40条第2項）

（労働者派遣法第40条第3項）

（派遣先均等・均衡方式、
労使協定方式いずれの場合でも）

（労働者派遣法第40条第4項）

② 教育訓練の実施・福利厚生施設の利用機会の付与・情報提供
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派遣先は、労働者派遣に関する料金（派遣料金）について、派遣元事業主が、均等・均

衡方式の場合には均等・均衡待遇を確保し、又は労使協定方式の場合には労使協定に

定める賃金水準等を確保できるように配慮しなければならない。

（労働者派遣法第26条第11項）

［配慮する時点］
労働者派遣に関する料金（派遣料金）に関する配慮は、労働者派遣契約の締結又は更新の時だ

けではなく、締結又は更新がされた後にも継続的に求められています。
派遣先は派遣料金の決定に当たっては、派遣労働者の就業の実態、労働市場の状況、派遣労働

者が従事する業務の内容及び業務に伴う責任の程度並びに派遣労働者に要求する技術水準の変
化等を勘案するように努めなければいけません。

≪派遣料金とは・・・≫
派遣先が派遣元事業主に支払う料金であり、派遣労働者の賃金等の原資となるもの。

配慮義務を尽くしていないものとして指導の対象となり得るケース

① 派遣元から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合
② 派遣元が派遣先の通常の労働者との間の均等・均衡待遇を確保するために必要な額を派遣先

に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額が下回る場合
③ 派遣元が一定の要件を満たす労使協定に基づく待遇を確保するために必要な額を派遣先に提

示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額が下回る場合 など
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派遣元事業主が、過半数労働組合（過半数労働組合がない場合においては過半数代表

者）と一定の事項を定めた労使協定を書面による締結し、労使協定で定めた事項を遵守し

ている場合は、一部の待遇を除き、労使協定に基づき派遣労働者の待遇が決定されます。

（労働者派遣法第30条の4）

＜過半数代表者となることができる労働者の要件＞
労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと。
（管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理について経

営者と一体的な立場にある人を指します。）

＜過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要＞
派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出することを明ら

かにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること。
（選出手続きは、投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議等でも可だが、労働者の過半数がそ

の人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが必要です。また、選出に当たっては、
派遣労働者などを含めた全ての労働者が手続きに参加できるようにすることが必要です。）

※ 使用者の意向（社長が特定の労働者を指名する等）によって過半数代表者が選出された場合、そ
の協定は無効です。

※ 派遣元は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件について不利益な取り
扱いをしてはいけません。

適切な手続きを経て選出された過半数代表者と締結された労使協定でない場合、労使協定で定
めた事項を遵守していない場合、労使協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、
労使協定方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。
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締結した労使協定を周知することが必要です。
派遣労働者だけではなく、雇用する全ての労働者に周知しなければいけません。

社内のイントラネット 事業所の見やすい場所での掲示又は備え付け

書面の交付（全文）

※ 派遣労働者が希望した場合に限る。

ファクシミリの送信、電子メール・ＳＮＳ

※ 常時確認できるようしたものに限ります。 ※ 協定の概要について、 書面の交付や電子メールの送信等で

あわせて周知する場合に限ります。

※ 電子メール、 SNS については、 記録を出力することによ
り書面を作成することができるものに限ります。

※ これ以外の方法の際も、派遣労働者から希望があった場合
は、書面の全文を交付することが望ましい。

✉
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派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあったときは、派遣労働者に対

し、比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに措置を講ずべきことと

されている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければならない。

（労働者派遣法第31条の2第4項）

＜派遣先均等・均衡方式の場合＞
● 派遣労働者と比較対象労働者の待遇の相違の内容 → 次の①及び②の事項

① 待遇の決定に当たって考慮した事項の相違の有無
② 待遇の「個別具体的な内容」又は「実施基準」

● 待遇の相違の理由
「職務の内容」、「職務の内容及び配置の変更の範囲」、「その他の事情」のうち、待遇の性質

及び待遇を行う目的に照らして、待遇差の理由として適切と認められるもの。

＜労使協定方式の場合＞
● 賃金が、次の内容に基づき決定されていること

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的な賃金の額と同等
以上であるものとして労使協定に定めたもの

● 労使協定に定めた公正な評価
待遇（賃金等を除く）が派遣元に雇用される通常の労働者（派遣労働者を除く）との間で不合理

な相違がなく決定されていること等（派遣先均等・均衡方式の場合の説明の内容に準じて説明）

派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されている
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＜「派遣先均等・均衡方式」の場合＞
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＜「労使協定方式」の場合＞
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厚生労働省のホームページに同一労働同一賃金に係る解説動画を公開していますので、是非と
もご聴講ください。 （なお、岐阜労働局ホームページの需給調整事業室のページにリンクを貼ってい
ますので、そちらからでも聴講可能です。）

厚生労働省同一労働同一賃金ページ ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
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4 事業所単位と個人単位の期間制限
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※期間制限の3年は、派遣元や派遣労働者が変わっても影響されません。
※無期雇用派遣労働者、60歳以上の者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・

育児休業・介護休業等を取得する者は、期間制限がかかりません。

【派遣先事業所単位の期間制限】

・原則3年（※）
・延長には過半数労働組合等への意見聴取
の義務（3年ごと）

さらに、異議があった場合、対応方針等の
説明

・延長後の期間制限に係る抵触日を派遣元に
通知
・書類の3年保存及び労働者への周知義務

【事業所の考え方】

（実態に即して判断）
・工場、事務所、店舗等、場所的に独立して
いること
・経営の単位として人事・経理・指導監督等
がある程度独立していること
・施設として一定期間継続するものであるこ
と

＊雇用保険の適用事業所に関する考え方と
基本的には同一の概念

常用代替防止

期間制限超えは、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性がある

（労働者派遣法第40条の2）

派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとに対し派遣できる期間は、原則3年が限度
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◼ の期間制限
有期雇用

派
遣
の
受
入
開
始

Aさん

岐
阜
支
店

3年

３
年
経
過
後

延
長
可
能

岐阜支店で派遣で働く方を
受け入れるのは
原則3年【事業所単位】

意
見
聴
取

説
明
義
務

異
議
あ
り

※ 意見聴取手続

周
知
義
務

人を替えれば同じ係での
受入れが可能になるが、
意見聴取の手続が必要

意見聴取手続※を行うと、岐阜支店において、
3年を超えて派遣で働く方を受け入れることが
できる

Bさん

有期雇用

派遣可能期間の延長手続（意見聴取）を回避する目的で、クーリング期間（3か月）を空け
て受け入れを再開するような行為は、法の趣旨に反する。（脱法行為）

注意

3年

派遣先の事業所単位
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【組織単位の考え方】

（実態に即して判断）
・業務としての類似性、関連性があること
・組織の長が業務配分、指揮監督権限を有す
ること
・組織の最小単位よりも一般に大きな単位を
想定

＊いわゆる「課」や「グループ」等

【個人単位の期間制限】

・派遣先事業所の同一の組織単位（課やグ
ループに相当）で上限3年（※）

・派遣元に「雇用安定措置」の実施義務あり

＊ 26業務は廃止

※期間制限の3年は延長はできません。
※無期雇用派遣労働者、60歳以上の者、有期プロジェクト業務、日数限定業務、産前産後休業・

育児休業・介護休業等を取得する者は、期間制限がかかりません。

固定化防止

期間制限超えは、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性がある

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、
上限３年が限度（延長不可）

（労働者派遣法第40条の3）
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有期雇用

派
遣
の
受
入
開
始

Aさん

岐
阜
支
店

3年

経
営
戦
略
課

庶
務
課

Bさん

Aさん

Aさん

3
年
経
過
後

派遣会社は、Ａさんのキャ
リアアップを考え、キャリア
コンサルティングや教育訓
練を実施

意見聴取手続を行い、3年を超えて派遣労働者を受入れできることが前提

Ａさんは庶務課で3年を
超えて働くことはできない

Ｂさんは庶務課で
働くことが可能

Ａさんは経営戦略課で
働くことでキャリアアップ ※ただし、派遣先が

Aさんを指名はできない。

同一の派遣労働者を同一の組織単位に3年間派遣した後、他の就業先で就業した（3か
月のクーリング期間を空けた）後に、再び同じ派遣先の同一組織単位の業務に当該派遣
労働者を派遣することは、キャリアアップの観点から望ましくない。（脱法行為）

注意

3年

派遣労働者の個人単位
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組織単位

係員 派遣労働者係員 係員 係員派遣労働者

営業
係長

渉外
係長

経営
係長

企画
係長

経理
係長

庶務
係長

指揮命令者 指揮命令者

組織の最小単位
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5 事業所単位の期間制限に係る延長の手続き
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①意見聴取

④書類の保存及び事業所の労働者への周知

③派遣元に対する抵触日の延長通知

②異議があった場合、対応方針等を説明

☑事業所単位の抵触日の1か月前
までに意見聴取が必要

☑延長する派遣期間は
3年以内で設定

☑保存期間3年

（労働者派遣法第40条の2）
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6 労働契約申込みみなし制度
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派遣先が、違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元におけ
る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度。

（平成27年10月1日施行）
（派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことについて過失がなかったときは、適用
されない。）

派遣元 派遣先

労働契約

派遣元 派遣先

派遣労働者

労働契約の申込みを
したものとみなされる

違法派遣の類型

派遣労働者

① 禁止業務への派遣

③ 事業所単位の期間制限違反

⑤ いわゆる偽装請負等

② 無許可派遣

④ 個人単位の期間制限違反

違法派遣の場合、「労働契約申込みみなし制度」の対象となる可能性がある

1年経過す
るまでに承
諾した場合
は、労働契
約が成立

42

（労働者派遣法第40条の6）
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≪ メ モ ≫

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
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7 雇用安定措置
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派遣先の同一の組織単位に1年以上継続して就業した派遣労働者について、派
遣元より直接雇用の依頼があった場合であって、その業務に労働者を雇い入れよ
うとするときは、その派遣労働者を雇用するよう努めること。

派遣元は、同一の組織単位に1年以上派遣される見込みがある有期雇用派遣労
働者に、派遣終了後の雇用を継続させるための以下のいずれかの措置を講じる努
力義務があります。（3年以上派遣見込みの場合は法定義務。）

1号措置：派遣先への直接雇用の依頼 2号措置：新たな派遣先の提供

4号措置：その他雇用の安定を図るための
措置

3号措置：派遣元での派遣労働者以外
の労働者としての無期雇用

紛争防止措置に留意

派遣元

派遣先

46

（労働者派遣法第30条）

（労働者派遣法第40条の4）



○派遣先の同一の組織単位に対し派遣できる期間は3年が上限。（延長不可）

→ 3年間派遣される見込となった時点で、派遣元では雇用安定措置を講じな

ければいけません。

※ 1年以上3年未満の見込みの状態では「努力義務」が生じています。

＜雇用安定措置の内容（法定義務である場合）＞
① 派遣先への直接雇用の依頼
② 新たな派遣先の提供（能力、経験等に照らして合理的なものに限る）
③ 派遣元での派遣労働者以外の労働者としての無期雇用
④ その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置
（次の派遣先が見つかるまでの有給の教育訓練、紹介予定派遣、休業補償など）

派遣先

労働契約

1年後 2年後

努力義務が発生 法定義務が発生

6か月

6か月

6か月 6か月

6か月

6か月

6か月 6か月

6か月6か月

6か月 6か月
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派遣労働者の個人単位の期間制限

労働契約を半年ごとに更新している場合の例



＜労働者派遣契約書への記載例＞
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合に

は、その雇用意思を事前に派遣元事業主に対して示すこと。

（労働者派遣法第26条第1項）

雇用安定措置の1つである『派遣先への直接雇用の依頼』を派遣会社に実施してもらったのですが、派遣先
からは「派遣元に職業紹介手数料を支払うことができないので直接雇用できない」と言われました。派遣先は
派遣元に対して職業紹介手数料を支払わなければならないのでしょうか。

『派遣先への直接雇用の依頼』は、派遣元が労働者派遣法に基づき講じなければならない雇用安定
措置の1つであり、派遣労働者の雇用の安定を確保し、派遣先での直接雇用に結びつけることを目的と
したものです。これは、職業安定法上の職業紹介ではないため、派遣先は派遣元に同法上の職業紹介
手数料を支払う義務はありません。

また、派遣先と派遣元との間で何らかの金銭の授受があることにより『派遣先への直接雇用の依頼』が
不調に終わることは、雇用安定措置の趣旨に反するおそれがあります。

労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ず
る措置を労働者派遣契約書に定めること。

派遣元と派遣労働者の雇用関係の終了後に、正当な理由がなく、その派遣労働者
が派遣先に雇用されることを禁ずるような契約を締結してはならない。

（労働者派遣法第33条第2項）

回答

【質問】
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8 許可有効期間更新の申請
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＜許可有効期間の更新＞
労働者派遣事業の新規許可の有効期間は3年ですが、当該更新後の許可の有効

期間は5年となり、以後同様です。
有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、有効期間満了

日の3か月前までに許可の有効期間の更新申請を行う必要があります。
申請書には、手数料［55,000円×労働者派遣事業所数］としての『収入印紙』が必要

です。

① 変更届出書・事業報告書等の提出を行っていること
・許可有効期間更新の申請を行う時点で、必要な変更届出書、労働者派遣事業報告書、労働
者派遣事業収支決算書、関係派遣先派遣割合報告書が提出済であること

② 財産的基礎の要件を満たしていること
・直近の事業年度決算において、次の要件を満たしていること

○ （1事業所につき）基準資産額（繰延資産及び営業権を除く資産総額から負債総額を控除
した額）が2,000万円以上であること

○ 基準資産額が負債総額の7分の1以上であること
○ （1事業所につき）事業資金として自己名義の現金・預金額が1,500万円以上であること

※ 当分の間、小規模派遣元事業主への暫定的な配慮措置あり
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③ 選任する派遣元責任者の「派遣元責任者講習」の修了が、許可有効期間満了前3年以内に
あること

④ 雇用している派遣労働者が、全て適正に労働保険・社会保険に加入済であること（ただし、
適用除外に該当する者は除く）

⑤ 位置、設置等から見て労働者派遣事業を適切に行うことができること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営
業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと

・労働者派遣事業に使用し得る面積が、おおむね20㎡以上あること
・外部から独立して出入りできる環境にあること

⑥ 派遣元責任者の職務代行者の選任を行うこと
・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること

⑦ 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること
・「個人情報適正管理規程」を整備していること
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雇用安定措置について、更新申請の直前の有効期間内において、許可基準を満たす実施状
況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、それでも実施されないような義務違反が見
られた場合、許可を更新しないこととなります。

更新申請の直前の有効期間内において、「キャリア形成支援制度を有すること」について許可
の基準を満たす実施状況であったかを確認するとともに必要な指導を行い、例えば、計画はあっ
ても実施されておらず、指導しても是正されないような義務違反がみられた場合は、許可基準を
満たしていないとして、許可を更新しないこととなります。

⑧ 派遣労働者に関する就業規則
・就業規則に以下の事項が整備されていること

○ 派遣契約の終了のみを理由として解雇しない旨の規定があること
○ 労働者派遣契約終了時に労働契約が存続している派遣労働者に対し、使用者の責に

帰すべき事由により休業させた場合には、労働基準法第26条に基づく休業手当を支払う
規定があること

○ キャリア形成に資する教育訓練について、教育訓練の受講時間を就業時間（労働時間）
として扱い、相当する賃金を支払うことを原則とする旨の規定があること

⑨ 派遣労働者のキャリア形成を支援する制度の整備
・派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画を策
定していること

・キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること
・「派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供のための事務手引、マニュアル

又はその概要」を整備していること
※ 次の「派遣労働者のキャリア形成支援制度」を参照



9 派遣労働者のキャリア形成支援制度
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次のａ～ｅを満たすキャリア形成支援制度を有しなければならない。
ａ 派遣労働者のキャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な要件を満たす教育訓

練の実施計画を定めていること。
ｂ キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。
ｃ キャリア形成を念頭に置いた派遣先の提供を行う手続きが規定されていること。
ｄ 教育訓練の時期・頻度・時間数等について、

・入職時の教育訓練は必須である。
・入職後、少なくとも最初の3年間は毎年１回以上の機会の提供が必要であり、その後も、

キャリアの節目などの一定の期間ごとにキャリアパスに応じた研修等が用意されている。
・フルタイムで1年以上の雇用見込みがある者は、少なくとも最初の3年間は毎年概ね8時
間以上の教育訓練の機会が必要である。

ｅ 教育訓練計画の周知、インターネットの利用その他適切な方法により教育訓練に関す
る事項等に関する情報を提供すること、関係資料の3年間保存 等。
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派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
・ 段階的かつ体系的な教育訓練
・ 希望者に対するキャリアコンサルティング を実施する義務があります。

＜許可要件＞



＜段階的かつ体系的な教育訓練の実施計画の策定・実施＞
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段階的かつ体系的な教育訓練を行うために、以下の項目を満たす教育訓練計画を策定し実
施しなければならない。

① 実施する教育訓練がその雇用する全ての派遣労働者を対象としたものであること。
② 実施する教育訓練が有給かつ無償で行われるものであること。
③ 実施する教育訓練が派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること。

（キャリアアップに資すると考える理由については、提出する計画に記載が必要）
④ 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練（入職時に行う教育訓練）が含ま

れたものであること。
⑤ 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリア形成を念頭に置

いた内容のものであること。

＜段階的かつ体系的な教育訓練に関する留意点＞

① 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結時までに教育訓練計
画を明示し、その内容及びその変更について説明しなければならない。

② キャリアアップ措置の内容については、法第30条の2第1項の規定による教育訓練（訓
練内容や受講方法）及び同条第2項の規定によるキャリアコンサルティングの相談窓口
（相談先や利用手法）について説明しなければならない。

なお、説明に際しては、派遣労働者のキャリア形成支援につながるように、例えば、
キャリアパスに応じた教育訓練の体系（受講のモデルケース）や、キャリアコンサルティン
グの相談例も示し、派遣労働者にわかりやすく説明することが望ましい。

③ 教育訓練計画は、事業所に備え付ける等の方法により派遣労働者に周知するとともに、
インターネットの利用その他適切な方法により教育訓練に関する事項等に関する情報を
提供すること。



労働者の職業生活の設計に関する相談その他援助を行うこと。
派遣労働者の希望を聴取しながら、

・ 適切な派遣先の選択
・ 必要な資格取得等についての知識を付与する などを実施
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＜希望者に対するキャリアコンサルティングの実施＞

① キャリアコンサルティングの相談窓口を設置していること。
・相談窓口には、雇用する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられるも

のであること。
・相談窓口については、事務所内に定められた相談ブースを設置することのみならず、電

話による相談窓口の設置、e-mail での相談の受付、専用 WEB サイトの相談窓口の設
置等により雇用する派遣労働者がキャリアコンサルティングを申し込めるよう、その雇用
する派遣労働者に対して周知するとともに、適切な窓口を提供しなければならないこと。

② 相談窓口には、担当者が配置されていること。
・担当者については、キャリアコンサルタント（有資格者）、キャリアコンサルティングの知

見を有する者（職業能力開発推進者、３年以上の人事担当の職務経験がある者等）、又
は派遣先との連絡調整を行う営業担当者を配置する必要がある。

③ キャリアコンサルティングは、実施にあたっての規程（事務手引、マニュアル等）に基づ
いて実施されることが望ましい。

④ 有期雇用派遣労働者の雇用安定措置の実施にあたっては、キャリアコンサルティング
の結果を踏まえて行うことが望ましい、また、キャリアコンサルティングを受けることが望
ましい旨を派遣労働者に対して周知することが望ましい。



派遣先への
直接雇用

新たな派遣先
への紹介

無期雇用スタッフ
に転換

その他（有給の
教育訓練等）

昇給・昇格

＜雇用安定措置＞

＜キャリア形成＞

【有期雇用派遣労働者】
コミュニケーション

能力の向上派遣先が求める
人材育成

スキルＵＰ

管理職・専門職
の育成

【無期雇用派遣労働者】

技能（スキル）の
習得

業務に関する
知識の習得

（資格取得等）

マネジメントスキル
の向上

雇用安定措置を図る

キャリア形成を図る

教育訓練計画 教育訓練の実施 結 果

右記の結果を図った教育訓練でなけ
れば、「その他の教育」となる。

派遣労働者の中には、正規雇用の労働者として働きたい、あるいは派遣労働者としてスキルアッ
プしたいというニーズもありますが、派遣労働者は一般に、正規雇用労働者に比べ、教育訓練の受
講機会確保等の職業能力形成の機会が乏しい状況にあります。そこで、派遣労働者のキャリア
アップを図ることの重要性に鑑み、派遣元事業主に対する教育訓練を義務付けるものです。
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＜雇用安定措置を図るためのキャリアアップに資する教育訓練の実施＞



58

＜安全衛生教育の実施＞

＜その他の教育の実施＞

【雇入れ時及び作業内容変更時の教育】
（労働安全衛生法第59条第1項・労働安全衛生規則第35条第1項）
1  第1号 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること
2  第2号 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること
3  第3号 作業手順に関すること
4  第4号 作業開始時の点検に関すること
5  第5号 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること
6  第6号 整理、整頓及び清潔の保持に関すること
7  第7号 事故時等における応急措置及び退避に関すること
8  第8号 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
9             作業内容変更時の安全衛生教育（労働安全衛生法第59条第2項）
10 危険有害業務時の特別教育（労働安全衛生法第59条第3項）

※ 労働安全衛生法施行令第2条第3号に該当する場合（小売業、飲食店、社会福祉施設など）は
上記の第1～4号は省略可

※ 既に上記の教育内容の知識等を有していると認められる労働者については省略可
※ 安全衛生教育内容に関する問合せは、お近くの労働基準監督署まで

キャリアアップに資する教育訓練・安全衛生教育以外の教育
（例） 派遣制度に関する研修、コンプライアンス研修、ハラスメント研修 など



10 その他派遣元事業主が講ずべき措置
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60

○ グループ企業内への派遣割合の8割規制

関係派遣先に労働者派遣するときは、その割合を全体の8割以下としなければなら

ない。ただし、60歳以上の定年退職者は算定から除外する。

一事業年度ごとに算出し「関係派遣先派遣割合報告書」を提出する。

○ 専ら労働者派遣の役務の提供を特定の者に提供することを目的としている場合

特定の者にのみ労働者派遣を行うことを目的として事業運営を行っている場合、厚

生労働大臣は、当該派遣元事業主に対して、労働者派遣事業の目的又は内容を変

更するよう、勧告することができる。

ただし、派遣労働者の10分の3以上の者が、他の事業主の事業所を60歳以上で定

年退職した後に雇入れられた者である場合は、勧告の対象外である。

（労働者派遣法第23条の2）

（労働者派遣法第7条第1項第1号）

○ 派遣労働者に係る雇用制限の禁止

正当な理由なく、派遣労働者が派遣元との労働契約終了後、派遣先であった者に

雇用されることを禁ずる契約をしてはならない。

（労働者派遣法第33条）



○ 派遣料金額の明示

以下の場合、当該労働者に対し、当該労働者に係る派遣料金額または当該労働者

の事業所における派遣料金の平均額を、書面等により明示しなければならない。

① 労働者を派遣労働者として雇入れようとする場合

② 労働者派遣をしようとする場合

③ 労働者派遣に関する料金の額を変更する場合

○ 日雇派遣の原則禁止

（1）禁止の範囲

日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者の派遣は原則禁止。

労働契約期間が31日以上であれば、労働者派遣契約の期間が30日以内であった

としても、日雇派遣の禁止に違反するものではないが、社会通念上明らかに適当と

はいえない労働契約（概ね週20時間以上でない場合）については、日雇派遣の禁

止の適用を免れることを目的とした行為と解される。

（2）禁止の例外

①日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務

（労働者派遣法施行令第4条第1項各号・・・政令18.5業務）

②雇用機会の確保が特に困難と認められる労働者の雇用継続を図るために必要

であると認められる場合 など

（労働者派遣法第34条の2）

（労働者派遣法第35条の4）
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○ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

（1）労働者派遣契約の中途解除や不更新があった場合の対応

労働者派遣契約（以下「派遣契約」）と労働者との労働契約（雇用契約）は別のも

のであるため、派遣契約が中途解除されたからといって、即座に派遣労働者を解雇

できるものではない。派遣労働者を解雇する場合には、労働基準法と労働契約法の

規定を踏まえた対応を行うこととなるが、派遣契約の終了のみを理由として無期雇用

の派遣労働者を解雇することは、労働者派遣事業の許可の条件に違反する。

（2）派遣労働者の新たな就業機会の確保

派遣契約の中途解除が行われた場合には、以下に挙げるように、派遣労働者の

新たな就業機会を確保すること。

① 派遣元事業主は、派遣先と連携して、派遣先の関連会社での就業のあっせんを

受ける

② 派遣元事業主において他の派遣先を確保する など
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（派遣元指針第2の2）



○ 派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置

（3）雇用安定措置等の対応

中途解除や不更新があり、同一の組織単位に継続して1年以上派遣される見込み

があるなど一定の場合には、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための

措置を講じる必要がある。

（4）休業、教育訓練等の実施

新たな就業機会を確保できない場合は、休業や教育訓練などを行い、また、雇用調

整助成金を活用するなど、派遣労働者の雇用の維持を図ること。

また、これまでの取引先にとどまらず、新たな派遣先の確保（開拓）を行うこと。

たとえ、労働者派遣契約が中途解除されたとしても、派遣労働者と派遣元事業主と

は雇用期間満了までは労働契約が継続しており、派遣元事業主は当該労働者に賃

金を支払う必要がある。

なお、派遣元事業主の責に帰すべき事由により派遣労働者を休業させる場合、労

働基準法に基づき、休業期間中は平均賃金の6割以上を休業手当として支払わなけ

ればならない。
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（派遣元指針第2の2）
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○ 労働・社会保険の適正加入

派遣労働者として雇用しようとする者に対し、労働契約締結の際に、労働・社会保

険の加入資格の有無を明示。

労働・社会保険に加入していない派遣労働者に対し、加入していない理由を通知。

派遣先に対し、派遣する労働者の被保険者証等の写しの提示等。
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○ 個人情報の収集、保管、使用

派遣元事業主は、派遣労働者の適正な雇用管理を行う目的の範囲内で、派遣労働

者等の個人情報を収集することとする。個人情報を収集する際には、本人から直接

収集し、又は本人の同意の下で本人以外の者から収集する等適法かつ公正な手段

によらなければならない。個人情報の保管又は使用は、収集目的の範囲に限られる。

（派遣元指針第2の4）

（派遣元指針第2の11）

○ 派遣労働者の特定を目的とする行為に対する協力の禁止

派遣先からの派遣労働者の指名行為のほか、事前面接や履歴書の送付要請に協

力してはならない。

（派遣元指針第2の13）
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11 令和2年度 派遣元に対する指導監督の是正状況
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○そ の 他 ・・・待遇に関する事項等の未説明、許可事業主であることの明示不備

　　　　　　　　　 抵触日通知を受けない場合の派遣契約締結禁止違反　他

＜労働者派遣法違反として是正指導を行った件数＞
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12 労働者派遣の流れ【資料集】
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イメージフロー（派遣先均等・均衡方式）
イメージフロー（労使協定方式）
資料1 マージン率などの情報について
資料2（1） 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
資料2（2） 労使協定方式の場合の待遇に関する情報提供
資料3 労使協定方式の場合の「労使協定書」イメージ
資料4 待遇に関する事項等の説明（派遣登録時）
資料5 抵触日の通知（事業所単位の期間制限）
資料6 労働者派遣契約の締結（労働者派遣個別契約書）
資料7 雇入れ時の待遇情報明示書
資料8 就業条件明示書
資料9 派遣時の待遇情報明示書
資料10 派遣元から派遣先への通知（派遣先通知書）
資料11 離職後1年以内の旨の通知
資料12 派遣元管理台帳の作成・管理
資料13         派遣先管理台帳の作成・管理
資料14 就業状況報告書（タイムシート）の作成・派遣元への通知
資料15 意見聴取の流れ
資料16 意見聴取に係る通知書
資料17 意見書
資料18         派遣元に対する抵触日の延長の通知
資料19         派遣先事業所の労働者への周知
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（労働者派遣法第23条第5項）

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別

※労使協定を締結している場合は、併せて、協定対象派遣労働者の範囲（職種な
どの客観的な基準が必要）及び有効期間の終期に係る情報提供を行う。

＜令和3年4月1日施行規則及び指針改正により情報提供の方法が変更＞
提供義務のある全ての情報について、常時インターネットの利用により、広く関

係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することが原則。
（なお、「人材サービス総合サイト」（無料）については、自社でホームページを有

していない場合等については、積極的に活用することが求められる。）

資料1 マージン率などの情報について

＜事業所ごとに情報提供を行う＞
・事業運営の透明性の確保を図るため、事業所ごとに情報提供を行う。
・提供の時期は、毎事業年度終了後、速やかに最新の情報提供を行う。
・労働者派遣の実績が無い場合でも、情報提供は必要となる。
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（労働者派遣法第26条第7項、第9項）

資料2（1） 比較対象労働者の待遇等に関する情報提供
資料2（2） 労使協定方式の場合の待遇に関する情報提供

派遣先 派遣元

＜派遣先＞
労働者派遣契約を締結するに当たって、あらかじめ、派遣元事業主に対し、派遣労

働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇等に関する情報
を提供しなければならない。

＜派遣元＞
労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から待遇等に関する情報の提供がな

いときは、その派遣先との間で、労働者派遣契約を締結してはならない。

＜派遣先均等・均衡方式に関するＱ＆Ａ 問1-6より＞
（問）労働者派遣契約の更新も法第26条第7項の「労働者派遣契約を締結するに

当たって」に該当し、改めて待遇に関する情報提供が必要なのか。
（答）貴見のとおり、契約の締結ごとに情報提供が必要。ただし、情報に変更がな

い場合には、「令和○年○月○日付けの情報提供から変更がない。」旨を書
面の交付等により、提供することで差し支えない。
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情報提供すべき事項

労働者派遣契約を締結するに当たり、「派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定する
か否かの別」を、「限定する」とするか、あるいは「限定なし」とするかによって、情報提供
すべき事項が異なる。（情報提供は、書面の交付、ファクシミリ、電子メールにより行う。）

＜派遣労働者を協定対象派遣労働者に「限定する」とする場合＞
① 業務に必要な能力を付与するための教育訓練
② 給食施設（食堂）、休憩室、更衣室の利用
※ ①、②が無い場合は、その旨を情報提供する。
※ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に「限定する」場合、「労使協定方式」を

採用していることから、比較対象労働者の選定は不要。

＜派遣労働者を協定対象派遣労働者に「限定なし」とする場合＞
比較対象労働者に関する次の事項
① 職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態
② 選定理由
③ 待遇の内容（昇給、賞与などの主な待遇がない場合には、その旨を含む）
④ 待遇の性質及び目的
⑤ 待遇決定に当たって考慮事項
※ 派遣労働者を協定対象派遣労働者に「限定なし」とする場合、「派遣先均等・均

衡方式」と「労使協定方式」のどちらも採用できるが、派遣元事業主は、あらかじ
め、派遣先から①～⑤全ての待遇等の情報提供を受けなければならない。
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（労働者派遣法第30条の4第1項）

資料3 労使協定方式の場合の「労使協定書」イメージ

派遣元 派遣労働者

（問）労使協定の対象となる派遣労働者の範囲は、どのように記載しますか？
（答）協定の対象となる派遣労働者の範囲を定める際には、職種（一般事務、エンジニアなど）や

労働契約期間（有期、無期）などといった客観的な基準が必要です。
※ その範囲を「賃金水準が高い企業に派遣する労働者」、また、「性別」、「国籍」などの他の法

令に照らして不適切な基準とすることは、認められません。

（問）派遣労働者の賃金の決定方法を労使協定に定めるに当たり、同種の業務に従事する一般
の労働者の平均的な賃金（一般賃金）の額と同等以上となるようにする計算方法は？

（答）計算方法は、『職種別の基準値（0年）×能力・経験調整指数×地域指数』ですが、局長通
達の別添1と別添2には既に『職種別の基準値（0年）×能力・経験調整指数』で計算された
数値が示されていますので、実際は、局長通達で示されている別添1または別添2に『地域指
数』を掛けて、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、当該端数を切り上げま
す。（小数点以下切り上げ）

＜よくある質問＞
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（問）一般賃金の職種をどのように選定すればよいですか？
（答）職種の選択を適切に行うことが必要であるため、局長通達の別添1または別添2から職種を

選択する際は、協定対象派遣労働者が従事する業務と最も近いと考えられるものを選択す
ることが考えられます。例えば、協定の対象となる派遣労働者の「中核的業務」をもとに選
択します。

（問）地域指数の選択に当たり、「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」の所在地とは、ど
のように判断すればよいですか？

（答）地域指数の選択が適切であることが必要です。「派遣先の事業所その他派遣就業の場所」
とは、工場、事務所、店舗等、場所的に他の事業所その他の場所から独立していること、経
営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有する
こと、一定期間継続し、施設としての持続性を有すること等の観点から実態に即して判断す
ることとなりますが、常に雇用保険の適用事業所と同一であるわけではありません。

＜よくある質問の続き＞

（問）派遣労働者の職務の内容や成果、意欲、能力、経験等の向上があった場合に賃金が改善
されるよう、昇給規定等を設けなければいけませんか？

（答）派遣労働者の職務の内容や成果、意欲、能力、経験等の向上があった場合に賃金が改善
されるものであることが必要です。例えば、「職務内容等の向上があった場合に追加の手
当を支給」、「職務内容等の向上があった場合に職務の内容等の向上に応じた基本給・手
当等を支給」、「職務内容等の向上があった場合に、より高度な業務に係る派遣就業機会
を提供」などの方法があります。
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（問）労使協定には、派遣労働者の賃金の額だけでなく、比較対象となる一般賃金の額を記載す
る必要がありますか？

（答）一般賃金の額と同等以上である協定対象派遣労働者の賃金の決定の方法を定めることと
されているため、同等以上であることが客観的に明らかとなるよう、協定対象派遣労働者の
賃金の額に加え、その比較対象となる一般賃金の額も記載することが必要です。

（問）能力・経験調整指数について、例えば、勤続5年目の協定対象派遣労働者については、必
ず「5年」の指数を用いなければいけませんか？

（答）能力・経験調整指数の年数は、派遣労働者の勤続年数を示すものではないため、必ず「5
年」にしなければならないものではありません。例えば、職能給であれば、派遣労働者が従
事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の勤続何年目に相当するかを労使で判断
して決定することとなります。なお、待遇を引き下げること等を目的として、低い能力・経験
調整指数を用いることは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、認められません。

＜よくある質問の続き＞

（問）派遣労働者の職務の内容、成果、意欲、能力または経験などを公正に評価して賃金を決
定しますが、「公正な評価」とは、どのように記載すればよいですか？

（答）例えば、「キャリア（スキル）マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の状況の
確認等により、派遣労働者の就業の実態の当てはめを行う。」、「派遣労働者と面談して成
果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行い評価を決めること。」
など、公正さを担保する工夫がなされていることが必要です。また、「正社員の評価基準と
同様の方法により派遣労働者の評価を行うこと。」など、賃金の改善に反映されるよう、適
切な評価方法を定めることが必要です。
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（問）退職金制度を必ず設けなければいけませんか？
（答）次の選択肢1～3のいずれを使うかを記載することが必要です。

選択肢1：退職金制度による方法（局長通達別添4で設定された一般の労働者の退職手当
制度と同等以上）、選択肢2：退職金前払いによる方法（前払いによる支給額が時給換算で
一般基本給・賞与等の額の6％以上）、選択肢3：中小企業退職金共済制度（中退共）などへ
の加入による方法（掛金などの退職給付の費用が一般基本給・賞与等の額の6％以上）

＜よくある質問の続き＞

（問）通勤手当を実費支給とする場合、徒歩で通勤できる者にも通勤手当を支給しなければなら
ないですか？また、通勤手当の上限は10,000円でもよいですか？

（答）就業場所と居住地との間の距離を、人事院規則と同じく2km未満は支給しないことを労使
で合意し、それ以上の場合を実費支給とする場合は、局長通達の実費支給と解されます。
また、実費支給に上限があり、その上限額が時給換算で 74 円未満（月額換算12,827円未
満）となっている場合は、実費支給により同等以上を確保する場合としては認められませ
ん。（なお、令和3年8月6日に発出された局長通達：令和4年度適用分は、時給換算で71円
（月額換算12,307円）が基準となります。）

（問）選択肢2の退職金前払いによる方法を選択した場合、選択肢1の退職金制度を導入する場
合と同様に、3年目以降の者のみを対象とすることは可能ですか？

（答）認められません。
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（問）派遣労働者に実施する「段階的・計画的な教育訓練」を記載しなければいけませんか？
（答）派遣労働者に対して、「段階的・計画的な教育訓練」を実施することを記載しなければいけ

ません。

（問）「労使協定の対象とならない待遇」（教育訓練及び福利厚生施設：給食施設（食堂）、休憩室、
更衣室）や「賃金を除く待遇」についても、労使協定に記載しなければいけませんか？

（答）「労使協定の対象とならない待遇」や「賃金を除く待遇」については、派遣元事業主に雇用さ
れる通常の労働者（派遣労働者を除く。）との間で不合理な相違がないことを記載すること
が必要です。

＜よくある質問の続き＞

（問）労使協定の有効期間（始期と終期）は、長くてもよいですか？
（答）2年以内とすることが望ましい、とされています。なお、有効期間中に一般賃金の額が変更さ

れた場合には、有効期間中であっても、労使協定に定める派遣労働者の賃金額が一般賃
金の額と同等以上であるか否かを確認する必要があります。（令和3年2月4日に公表された
「労使協定方式に関するＱ＆Ａ【第4集】を参照。）

（問）労使協定書を提出しなければいけませんか？
（答）毎年度の事業報告において、労使協定の内容（就業規則等に定めをしており、労使協定書

に引用した旨を記載している場合は、当該就業規則等の該当ページ）を厚生労働大臣（都
道府県労働局）へ報告しなければいけません。
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（労働者派遣法第31条の2第1項）

＜令和3年1月1日施行規則及び指針改正により新たに追加された項目＞
① 派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置（教育訓

練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容）、教育訓練計
画の内容及びその変更について説明することが必要である。

② 特に派遣労働者の保護に関する規定については十分な説明が求められ、こ
の説明には「労働契約申込みみなし制度」の内容を含むことが必要である。

資料4 待遇に関する事項等の説明（派遣登録時）

派遣元
派遣労働者として
雇用しようとする

労働者

＜派遣労働者として雇用しようとする場合における待遇に関する事項等の説明＞
・登録型派遣の登録中の労働者、採用する見込みの者（内定者等）に対して、書面
の交付、ファクシミリ、電子メールその他の適切な方法により説明する必要がある。

・ただし、賃金額の見込みの説明は、書面の交付等による説明を行なわなければな
らない。
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労働者派遣契約を締結するに当たり、「派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳
以上の者に限定するか否かの別」を、「無期雇用派遣労働者に限定する」、「60歳以上
の派遣労働者に限定する」とするか、あるいは「限定なし」とするかによって、また、期間
制限のない者（法第40条の2第1項第3号から第5号の者）であるか否かによって、抵触
日の通知が必要なのか、そうでないかが決まる。

※ 労働者派遣契約において、派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者
に「限定なし」とする場合、派遣元事業主は、あらかじめ、派遣先から抵触日の通知
を受けなければならない。

＜派遣先＞
労働者派遣契約を締結するに当たって、あらかじめ、派遣元事業主に対し、当該労

働者派遣の役務の提供が開始される日以後当該労働者派遣の役務の提供を受けよ
うとする者の事業所その他派遣就業の場所の業務について抵触することとなる最初
の日を通知しなければならない。

（労働者派遣法第26条第4項、第5項）

資料5 抵触日の通知（事業所単位の期間制限）

派遣先 派遣元

＜派遣元＞
派遣先から前項の規定による通知がないときは、派遣先事業所その他派遣就業の

場所の業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。
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＜平成27年法改正により新たに追加された項目＞
① 労働者を派遣する派遣先の組織単位
② 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
③ 派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の派遣労働者に限定

するか否かの別

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣労働者を協定対象労働者に限定するか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

＜令和3年1月1日省令改正により新たに追加された項目＞
① 書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気

ディスク等をもって調製する方法により作成を行うことが可能。

（労働者派遣法第26条第1項）

資料6 労働者派遣契約の締結（労働者派遣個別契約書）

派遣先 派遣元
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＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
明示すべき労働条件に関する事項

① 協定対象派遣労働者であるか否か
（対象である場合には、労使協定の有効期間の終期）

② 昇給の有無
③ 退職手当の有無
④ 賞与の有無
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

（労働者派遣法第31条の2第2項）

資料7 雇入れ時の待遇情報明示書

派遣元
派遣労働者として
雇入れようとする

労働者

＜明示の方法＞
派遣労働者として雇入れようとする労働者への明示は、書面の交付（派遣労働者が

希望した場合はファクシミリまたは電子メール等）により行わなければならない。
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＜平成27年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣する派遣先の組織単位
② 事業所単位の抵触日及び個人単位の抵触日
③ 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
④ 社会保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出がなされていない場

合の理由

派遣労働者

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞

① 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

（労働者派遣法第34条）

資料8 就業条件明示書

派遣元

就業条件の明示は、労働者派遣をする旨の明示であり、派遣労働者として雇い入
れた際に交付する労働条件通知書（雇用契約書）とは趣旨が異なる。
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＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
明示すべき労働条件に関する事項

① 協定対象派遣労働者であるか否か
（対象である場合には、労使協定の有効期間の終期）

② 昇給の有無
③ 退職手当の有無
④ 賞与の有無
⑤ 賃金の決定等に関する事項
⑥ 休暇に関する事項

※ 協定対象派遣労働者の場合は、「協定対象派遣労働者であるか否か（対象
である場合には、労使協定の有効期間の終期）」のみの明示が必要。

（労働者派遣法第31条の2第3項）

資料9 派遣時の待遇情報明示書

派遣元
労働者派遣を
しようとする

労働者

＜明示の方法＞
労働者派遣をしようとする労働者への明示は、書面の交付、ファクシミリまたは電子

メール等により行わなければならない。 84



＜平成27年法改正により新たに追加された項目＞
① 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
② 60歳以上の者であるか否かの別（45歳以上の場合は45歳以上の旨、

18歳未満の場合は実年齢を、併せて通知）

※ 以下の通知内容に変更があった場合は、遅滞なく再度通知すること。
① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 社会・労働保険の被保険者資格取得届の提出の有無（無の場合は具体的理由）
③ 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
④ 60歳以上の者であるか否かの別

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 協定対象派遣労働者であるか否かの別

（労働者派遣法第35条第1項、第2項）

資料10 派遣元から派遣先への通知（派遣先通知書）

派遣元 派遣先

※ 派遣元は派遣先に対して、社会保険・雇用保険加入の確認資料として、派遣労働者の同意
（万一同意を得られない場合は、生年月日及び年齢を黒塗り）のうえ、「被保険者資格取得届
の事業主控の写し」（受理印済のもの）や「被保険者証の写し」等の提示を行う。（確認後、派
遣先は派遣元に資料の写しを返却する。） 85



（労働者派遣法第40条の9）

資料11 離職後1年以内の旨の通知

派遣先 派遣元

○ 禁止対象となる派遣先 → 「事業者」単位 （「事業所」単位ではない）

○ 禁止対象から除外される派遣労働者 → 60歳以上の「定年退職者」
（定年退職者には、定年後継続雇用（再雇用）された後に離職した者を含む。）

○ 派遣先は、当該派遣労働者が離職後1年以内であるときは、書面等によりその旨を
派遣元に通知すること。

＜派遣先の義務＞
派遣先となる事業者が、離職後1年以内の労働者を派遣労働者として受け入

れることを禁止。

＜派遣元の義務＞
離職した労働者を、離職後1年以内に離職前事業者へ派遣労働者として派遣

することを禁止。
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（労働者派遣法第37条）

資料12 派遣元管理台帳の作成・管理

派遣元

＜平成27年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣した派遣先の組織単位
② 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

（有期雇用派遣労働者の場合は労働契約期間）
③ 60歳以上の者であるか否かの別
④ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑤ 段階的かつ体系的な教育訓練を行った日時とその内容に関する事項
⑥ キャリア・コンサルティングを行った日時とその内容に関する事項
⑦ 雇用安定措置として講じた措置の内容

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

＜令和3年4月1日施行規則改正により新たに追加された項目＞
① 雇用安定措置を講ずるに当たって聴取した希望の内容
これまでも、派遣元事業主は、一定の場合、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるため

の措置（雇用安定措置）を講じる必要があったが、当該雇用安定措置を講じるに当たっては、予め
派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化され、また、派遣労働者から聴
取した日及びその内容について派遣元管理台帳に記載を行うことが必要となった。
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派遣先

（労働者派遣法第42条）

＜平成27年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣労働者が所属する組織単位
② 無期雇用派遣労働者か有期雇用派遣労働者かの別
③ 60歳以上の者であるか否かの別
④ 期間制限のない労働者派遣に関する事項
⑤ 教育訓練を行った日時とその内容に関する事項

資料13 派遣先管理台帳の作成・管理

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 協定対象派遣労働者であるか否かの別
② 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

88

＜令和3年1月1日施行規則改正により苦情処理を行う際の留意点が追加＞
派遣先が、派遣労働者の苦情処理を行う留意点として、特に、法の規定により、派遣先の事

業を行う者を派遣中の労働者を使用する事業者とみなして適用する労働関係法令上の義務に
関する苦情等については、誠実かつ主体的に対応しなければならない。



派遣先 派遣元

【通知事項】
① 派遣労働者の氏名
② 派遣就業をした日
③ 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
④ 従事した業務の種類（内容）
⑤ 労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣

就業した場所並びに組織単位

（労働者派遣法第42条第3項）

資料14 就業状況報告書（タイムシート）の作成･派遣元への通知

＜平成30年法改正により新たに追加された項目＞
① 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

89

※ 就業状況報告書（タイムシート） は派遣先管理台帳と一体で労働者派遣終了後3年
間保存するとともに、就業状況報告書（タイムシート） を1か月ごとに1回以上、派遣先
から派遣元へ通知する必要がある。



派遣先

（労働者派遣法第40条の2第3項）

過半数代表者は、次のいずれにも該当する者とする。

① 監督又は管理の地位にあるものでないこと
② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的である

こと明らかにして実施される投票、挙手、持ち回り決議など、民主的な
手続きにより選出された者であること

資料15 意見聴取の流れ
資料16 意見聴取に対する通知書
資料17 意見書
資料19 派遣先事業所の労働者への周知
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派遣先 派遣元

（労働者派遣法第40条の2第7項）

延長した事業所単位の抵触日の通知

資料18 派遣元に対する抵触日の延長の通知
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